
平
成
28
年
（
２
０
１
６
年
）
に
飲
食
店

の
コ
ン
ロ
の
火
の
消
し
忘
れ
か
ら
発
生
し

た
糸
魚
川
市
大
規
模
火
災
が
契
機
と
な

り
、
消
防
法
令
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
飲

食
店
の
消
火
器
の
設
置
義
務
化
が
拡
大
さ

れ
ま
し
た
。

【
改
正
前
の
法
令
内
容
】

延
べ
面
積
１
５
０
㎡
以
上
の
飲
食
店
な

ど
は
消
火
器
の
設
置
が
必
要
で
す
。

←
【
改
正
後
の
法
令
内
容
】

●
延
べ
面
積
１
５
０
㎡
未
満
の
飲
食
店
な

ど
に
も
消
火
器
の
設
置
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
場
合
は
設
置
不
要
で
す
。

・
火
を
使
用
す
る
設
備
や
器
具
を
設
け
て

い
な
い
場
合

・
火
を
使
用
す
る
設
備
や
器
具
に
、
調
理

油
過
熱
防
止
装
置
・
自
動
消
火
装
置
・

圧
力
感
知
安
全
装
置
な
ど
の
防
火
上
有

効
な
対
策
が
取
ら
れ
て
い
る
場
合

●
消
火
器
の
設
置
は
令
和
元
年
10
月
1
日

か
ら
必
要
で
す
。
安
全
安
心
の
た
め
に

も
早
め
に
設
置
し
ま
し
ょ
う

●
設
置
し
た
消
火
器
は
1
年
ご
と
に
点
検

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
所
轄
の
消
防
署

に
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。点
検
の
際
は
、

総
務
省
消
防
庁
の
「
消
火
器
点
検
ア
プ

リ
」
が
活
用
で
き
ま
す

詳
し
く
は
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

９
月
９
日
は
「
救
急
の
日
」
と
定
め
ら

れ
、
こ
の
日
を
含
む
１
週
間
（
日
曜
日
か

ら
土
曜
日
ま
で
）
を
「
救
急
医
療
週
間
」

と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
救
急
の
日
」
と
「
救
急
医
療
週

間
」
は
救
急
業
務
お
よ
び
救
急
医
療
に
対

す
る
国
民
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め

る
こ
と
と
、
救
急
医
療
関
係
者
の
意
識
の

高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭
和
57

年
度
（
１
９
８
２
年
度
）
に
現
在
の
総
務

省
消
防
庁
か
ら
発
出
さ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
す
。

救
急
車
や
救
急
医
療
は
限
り
あ
る
〝
救

急
資
源
〞
で
す
。
本
当
に
必
要
な
人
の
た

め
に
、
適
正
な
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
町
消
防
本
部
で
は
、
ド
ク
タ
ー
ヘ

リ
で
到
着
し
た
医
師
を
消
防
車
両
で
救
急

現
場
に
搬
送
す
る
医
師
搬
送
業
務
を
昨
年

４
月
か
ら
始

め
ま
し
た
。

こ
の
取
り
組

み
は
、
町
内

の
管
轄
面
積

が
広
い
こ
と

か
ら
、
よ
り

重
篤
な
傷
病

者
へ
の
早
期

医
療
介
入
を
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図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。
今

後
も
消
防
車
で
の
医
師
搬
送
の
際
に
は
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
救
急
業
務
実
施
状
況
（
1
月
〜
6
月
）

今
年
の
上
半
期
救
急
要
請
件
数
は

6
7
1
件
、
搬
送
し
た
人
数
は
6
2
7

人
で
し
た
。
昨
年
の
同
期
間
と
比
較
す
る

と
減
少
は
し
て
る
も
の
の
、
年
間
通
じ
て

の
件
数
・
人
数
は
毎
年
増
加
し
て
い
ま
す
。

ま
た
今
年
の
輸
送
人
数
を
年
齢
別
に
比

較
す
る
と
、
高
齢
者
が
3
7
9
人
と
最

も
多
く
、
全
体
の
約
60
％
を
し
め
て
い
ま

す
。
成
人
は
1
8
6
人
、
子
ど
も
が
62

人
で
し
た
。

9

9

4

消防団の装備の充実を図るため、コミュニティ助成事
業を活用して、救命胴衣を有田川流域を管轄する消防団
に配備することになり、保江消防団長（写真左から 2番目）
に中山町長から 217 着交付しました。
コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合セン

ターが宝くじの収益を財源として行う社会貢献広報事業
です。安全な地域づくりと共
生のまちづくりや地域文化へ
の支援、地域の国際化の推進
および活力ある地域づくりな
どに対し助成を行っています。

町内の有田川で流されていた心肺停止状態の高齢男性に
対し、迅速な 119 番通報と的確な心肺蘇生を行い、男性
の命を救ったとして、アユ釣りのために事故現場に居合わ
せた 4人の男性に感謝状を贈呈しました（写真前列中央の
3人。1人欠席）。栗栖消防長は、4人の勇気ある行動で尊
い命が救われたことに、感謝の言葉を述べました。
なお、助けられた男性は回復し、何の障害もなく日常
生活を送っています。

平成 29 年（2017 年）から 2年間、JICA ボランティア（青年
海外協力隊）としてラオスに派遣されていた細田美香さん（写真右）
が帰国し、報告のために表敬訪問を行いました。細田さんは看護
師としてボリカムサイ県病院の ICU に配属され、看護技術や心肺
蘇生法などを指導。細田さんは「ラオスは人がおだやかで協力的。
言葉がやや難しかったが、ラオスが好きになった」と話されました。

中学生海外研修壮行会を 8月 1日（木）に行いました。
有田川町では毎年、夏休み期間中に町内の中学生を対象
とした海外研修を行っています。
8月8日（木）の夕方、関西国際空港を出発し、シンガポー
ルを経て翌 9日（金）にオーストラリアに到着。19日（月）
までの 12日間、30 人の生徒たちはホームステイをしな
がらドリップストーン校・パーマストン校の 2校に分か
れて交流授業や活動を楽しみました。
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